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衆
議
院
議
員
柚
木
道
義
君
提
出
革
新
的
な
新
薬
の
承
認
及
び
保
険
適
用
の
推
進
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
方
針
」
に
つ
い
て
は
、
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
一
八
」
（
平
成
三
十
年
六
月
十
五
日
閣

議
決
定
。
以
下
「
閣
議
決
定
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
我
が
国
の
製
薬
産
業
に
つ
い
て
、
長
期
収
載
品
に
依
存
す
る
モ

デ
ル
か
ら
、
よ
り
高
い
創
薬
力
を
持
つ
産
業
構
造
に
転
換
す
る
」
等
と
さ
れ
て
い
る
「
薬
価
制
度
の
抜
本
改
革
に
向
け
た
基

本
方
針
」
（
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日
内
閣
官
房
長
官
、
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
経
済
財
政
政
策
）
、
財
務
大
臣
及

び
厚
生
労
働
大
臣
決
定
）
に
基
づ
き
、
医
薬
品
産
業
を
高
い
創
薬
力
を
持
つ
産
業
構
造
に
転
換
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と

お
り
、
お
尋
ね
の
よ
う
に
「
現
在
も
継
続
」
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
こ
と
に
つ
い
て
積
極
的
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
政
府
と
し
て
は
、
閣
議
決
定
を
踏
ま
え
、
我
が
国
に
お
い
て
革
新
的
な
医
薬
品
の
研
究
開
発
が
行
わ
れ
る
た
め
の
環
境

整
備
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
「
新
薬
創
出
等
加
算
の
拡
大
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
新
薬
創

出
等
加
算
」
を
含
め
た
薬
価
制
度
に
つ
い
て
は
、
国
民
皆
保
険
の
持
続
性
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
を
両
立
す
る
観
点
か

ら
、
平
成
三
十
年
度
薬
価
制
度
改
革
に
お
い
て
見
直
し
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
平
成
三
十
年
二
月
七
日
の
中
央
社
会
保

険
医
療
協
議
会
の
答
申
の
附
帯
意
見
（
以
下
「
平
成
三
十
年
度
附
帯
意
見
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
「
薬
価
制
度
の
抜
本
改

革
に
よ
る
関
係
者
へ
の
影
響
を
検
証
し
た
上
で
、
必
要
な
対
応
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
平
成
三
十
年
度
附
帯
意
見
を
踏
ま
え
、
必
要
な
検
討
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

四
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
再
審
査
期
間
の
延
長
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
に
つ

い
て
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
、
同
条
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
者
は
、
法
第
十
四
条
の
四

第
一
項
第
一
号
イ
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
承
認
の
あ
っ
た
日

後
六
年
を
超
え
十
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
期
間
を
経
過
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月

二



以
内
の
期
間
内
に
申
請
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
再
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
法
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
（
同
条
第
九
項
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
四
条
第
七
項
（
同
条
第
九
項
及
び
法
第
十

九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
他
の
医
薬
品
の
審
査
に
優
先
し
て
行
う
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第

二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
審
査
等
業
務
及
び
安
全
対
策

業
務
関
係
業
務
方
法
書
第
五
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
に
つ
い
て
、
他
の
医
薬
品
に
優
先
し
て
、
同

業
務
方
法
書
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
指
導
及
び
助
言
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

現
時
点
に
お
い
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
措
置
を
変
更
す
る
予
定
は
な
い
。

四
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
そ
の
開
発
費
用
を
回
収
で
き
る
だ
け
の
適
切
な
薬
価
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
新
薬
の
薬
価
を
算
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
真
に
画
期
的
な
新
薬
に
限
り
算
定
さ
れ
る
画
期
性
加
算
、
既
存
の
医
薬
品

三



に
比
し
て
高
い
有
効
性
又
は
安
全
性
を
有
す
る
医
薬
品
に
つ
い
て
算
定
さ
れ
る
有
用
性
加
算
等
の
補
正
加
算
に
よ
る
評
価
等

を
行
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
補
正
加
算
も
含
め
た
薬
価
制
度
に
つ
い
て
は
、
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う

に
、
国
民
皆
保
険
の
持
続
性
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
を
両
立
す
る
観
点
か
ら
、
平
成
三
十
年
度
薬
価
制
度
改
革
に
お
い

て
見
直
し
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
平
成
三
十
年
度
附
帯
意
見
に
お
い
て
「
薬
価
制
度
の
抜
本
改
革
に
よ
る
関
係
者
へ
の

影
響
を
検
証
し
た
上
で
、
必
要
な
対
応
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
政
府
と
し

て
は
、
平
成
三
十
年
度
附
帯
意
見
を
踏
ま
え
、
必
要
な
検
討
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

四


